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研究要旨 

 極低出生体重児（出生体重1500g未満）は、脳性麻痺、精神遅滞、視聴覚障害、てんかんとい

った粗大な後障害を免れても、学童期に学習障害を始めとした軽微な認知、情緒および行動障

害を呈することが知られている。しかし、その出現頻度と特徴に関しては、欧米の研究報告が

20から30％という数値を示しているものの、我が国においてはいまだ具体的な出現頻度の報告

はない。そこで、本研究は、我が国の学童期極低出生体重児における学習障害の出現頻度を推

計することを目的とし、さらに症例の集積によって、その特徴、特に正期産成熟児に発生する

学習障害との比較検討を目指す。 

 

A. 目的 

 小学 3 年になった極低出生体重児(出生体重 1500g

未満)に発生する学習障害の頻度と特徴を調査する｡ 

 

 

B. 対象と方法 

 東京女子医科大学母子総合医療センターにて新生

児期を管理した極低出生体重児で平成 10 年 4 月に小

学 3 年になった学童 29 例（1989 年 4 月から 1990 年 3

月までに出生した児、粗大な後障害例を除く）の保護

者へ、夏期休暇中に実施する健診（WISC-R 知能検査

含む)の参加の案内をした（原,1998）。健診に応じた

17 例の保護者へ、担任教師への PRS 調査（森永,隠

岐,1992）および特異な学習困難に関する調査（国立

特殊教育総合研究所,1995）の同意を文書にて求めた。

同意が得られた 13 例の担任教師に直接調査依頼をし、

調査票は郵送にて回収した。 

 

 

C. 結果 

 1 例の担任教師から協力が得られず、12 例の

WISC-R、PRS および特異な学習困難に関する調査結

果を表に示した。なお、保護者が挙げた不得意教科も

併せて示した。 

 WISC-R の解析は服部と上野(1993)の類型分類に従

っておこなった。言語性 LD パタンが 1 例、包括性 LD

パタンが 1 例、注意・記憶性 LD パタンが 4 例となっ

た。1 例は軽度遅滞となった。 

 PRS では、非言語性 LD かつ総合 LD サスペクトが

2 例（1 例は軽度遅滞例）、総合 LD サスペクトが 1 例

となった。 

 特異な学習困難調査では、担任教師が「該当なし」

と回答してきたのは 12 例中 7 例であった。この 7 例

中 4 例の保護者は不得意科目があると回答した。 

聞くことに困難を示す第 2 例は、就学前から ADHD

としての特徴を示していた。計算（繰上がり）に困難

を示した第 7 例は ADHD とは診断できないが、不注

意の症状の一部を示していた。聞く、読む、書く、計

算することに困難を示している第 8 例は就学前より

やはり ADHD と診断できた。この第 8 例は PRS 調査

でも LD サスペクトと判定されていた。第 11 例は順

調に発育・発達してきた双胎児で、LD 発生のリスク

が高いとは思われなかったが、小学 1 年の WISC-R で

は言語性 LD パタンを示していた。 
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D. 考察と結論 

 LD の判定基準として、すべての研究者が同意する

ものはないが、以下の 3 つの個人内差が明らかであれ

ば、LD 診断に異存はないと考える。すなわち、1)特

異な学習困難(特異な学習困難に関する調査で確認)、

2)認知能力のアンバランス(WISC-R 知能検査で確認)、

3)中枢神経機能の部分的機能不全(粗大な後障害のな

い極低出生体重児であることの確認)である。なお、

以上の個人内差が明らかであれば、精神遅滞と LD の

合併も有り得るが、服部と上野の類型分類では精神遅

滞（IQ<70）児を LD から除いているので、本研究に

おいてもその基準に従って、WISC-R 知能検査の結果

が軽度遅滞と判定される場合（第 9 例）は、LD の分

類には含めないこととする。 

 小学 3 年の時点で、以上の 3 つの個人内差が認めら

れない例は、11 例中 3 例（第 3、第 4、第 10 例）とな

る。第 1、第 5、第 6 例、第 12 例の 4 例は、認知能力

のアンバランスは存在するものの特異な学習困難は

まだ認められていない。LD 発生のリスクのより高い

児童と推定される。LD と判定できるか否かは、今後

のフォローアップが必要であろう。従って、第 7、第

8、第 11 例（小学 1 年の WISC-R 知能検査でアンバラ

ンスあり）が LD の典型例と判断できる。なお、第 2

例の学習困難はLDというよりADHDゆえの困難かも

しれない。 就学前に ADHD あるいはその部分症状

があると思われる極低出生体重児は LD 発生のリスク

がより高くなると考えられよう。 

 PRS にて LD サスペクトと判定されるのは、すでに

なんらかの不適応（学習困難とは限らない）が発生し

ていると考えられる(原ら,1996)。このような対象児に

は、早期に具体的な援助が検討していくべきだろう。 
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